
市
役
所
な
ど
が
あ
る
市
民
セ
ン

タ
U
内
の
駐
車
場
を
効
率
よ
く
利

用
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
駐
車
場

管
制
機
器
（
ゲ
U
ト
）
を
12
月
２

日
（
明
日
）
か
ら
稼
動
し
ま
す
。

こ
の
装
置
は
、
市
の
施
設
利
用

者
以
外
の
駐
車
場
利
用
を
抑
制
す

る
ほ
か
、
入
口
で
「
満
・
空
」
表

示
を
行
い
満
車
の
場
合
、
入
庫
出

来
な
く
な
る
な
ど
、
利
用
が
わ
か

り
や
す
く
な
り
ま
す
。

市
役
所
・
教
育
セ
ン
タ
U
を
手

続
き
な
ど
で
利
用
す
る
方
は
全
時

す
る
偏
見
を
な
く
そ
う

◆
犯
罪
被
害
者
と
そ
の
家
族
の
人

権
に
配
慮
し
よ
う

◆
イ
ン
タ
U
ネ
ッ
ト
を
悪
用
し
た

人
権
侵
害
は
止
め
よ
う

◆
性
的
指
向
を
理
由
と
す
る
差
別

を
な
く
そ
う

◆
環
境
保
護
の
理
解
を
深
め
よ
う

¬
東
京
都
人
権
啓
発
セ
ン
タ
U

主
催
。
弁
護
士
に
よ
る
夜
間
電
話

法
律
相
談
で
す
。
秘
密
厳
守
。

◆
相
談

12
月
４
日
Œ
午
後
５
時

〜
午
後
８
時
、
ò
03
―
３
８
７
１

―
０
２
１
２
、
ò
03
―
３
８
７
６

―
５
３
７
３
で
。
時
間
は
５
分
程

度
。∞

同
セ
ン
タ
U
ò
03
―
３
８
７

１
―
０
２
１
２
へ
。

東
京
都
・
東
京
法
務
局
・
多
摩

市
・
東
京
都
人
権
擁
護
委
員
連
合

会
主
催
。

▽
12
月
９
日
Ã
午
後
１
時
30
分
〜

４
時
20
分
、
パ
ル
テ
ノ
ン
多
摩

（
多
摩
市
）
で
。
人
権
・
同
和
問

題
啓
発
映
画
、
胡
弓
演
奏
な
ど
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

∞
東
京
都
総
務
局
人
権
部
ò
03

―
５
３
８
８
―
２
５
８
８

市
で
は
、
12
月
３
日
Õ
〜
16
日

Ã
に
、
土
・
日
曜
日
を
含
め
て
市

税
の
未
納
者
の
お
宅
へ
管
理
職
・

係
長
職
の
職
員
が
訪
問
し
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
期
間
は
、
市
税
・

国
保
税
の
特
別
整
理
期
間
と
し
て

滞
納
整
理
な
ど
の
推
進
を
強
化

し
、
土
・
日
曜
日
に
も
職
員
に
よ

る
訪
問
・
調
査
の
実
施
と
電
話
に

よ
る
催
告
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、

電
話
催
告
に
つ
い
て
は
夜
間
に
も

行
い
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
訪
問
期
間

12
月
３
日
Õ
〜
16

日
Ã
（
土
・
日
曜
日
を
含
む
）

◆
訪
問
時
間

◇
平
日
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

７
時

◇
土
・
日
曜
日
＝
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時

◆
電
話
催
告
時
間

◇
平
日
＝
午
前
８
時
30
分
〜
午
後

８
時
30
分

◇
土
・
日
曜
日
＝
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時

※
市
の
職
員
は
身
分
証
明
書
を

持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

∞
納
税
課
ò
内
線
２
４
２
１
・

保
険
課
ò
内
線
２
３
９
１

12
月
１
日
現
在
で
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
る
資
格
を
有
す
る
方

を
、
12
月
２
日
に
名
簿
に
定
時
登

録
し
ま
す
。
名
前
な
ど
が
正
し
く

名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
資

格
が
あ
る
方
が
も
れ
て
い
な
い
か

な
ど
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
今
年
の
９
月
３
日
以
降

に
新
た
に
在
外
選
挙
人
名
簿
に
登

録
さ
れ
た
方
の
名
簿
の
縦
覧
も
行

い
ま
す
。

経
済
的
な
理
由
な
ど
か
ら
保
険

料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
、
申
請

し
て
承
認
さ
れ
る
と
保
険
料
の
全

額
ま
た
は
半
額
が
免
除
さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

◆
申
請
手
続

市
民
課
年
金
窓
口

（
市
役
所
１
階
）
へ
必
要
書
類
を

添
え
て
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

◆
必
要
書
類

fl
年
金
手
帳
ま
た

は
保
険
料
納
付
案
内
書

‡
経
済
的
理
由
で
申
請
す
る
方

＝
平
成
14
年
１
月
２
日
以
降
に
三

鷹
市
に
転
入
し
た
方
は
、
そ
れ
ま

で
住
民
登
録
し
て
い
た
区
市
町
村

発
行
の
平
成
14
年
度
課
税
（
所
得
）

証
明
書
（
控
除
金
額
記
載
有
）
な

ど
前
年
の
所
得
の
わ
か
る
書
類
。

※
１
月
１
日
に
三
鷹
市
に
住
民

登
録
さ
れ
て
い
た
方
は
課
税
（
所

得
）
証
明
書
は
不
要
で
す
が
、
前

年
の
所
得
に
つ
い
て
申
告
し
て
あ

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

·
今
年
度
ま
た
は
前
年
度
に
失

業
や
災
害
を
受
け
た
た
め
に
申
請

す
る
方
＝
fl
の
ほ
か
に
雇
用
保
険

受
給
資
格
者
証
、
離
職
票
、
被
害

額
の
わ
か
る
書
類
な
ど
。

◆
免
除
対
象
期
間

申
請
し
た
月

の
前
月
か
ら
平
成
15
年
６
月
分
ま

で
（
申
請
は
年
度
ご
と
に
必
要
で

す
）

◆
免
除
期
間
の
受
給
金
額

全
額

免
除
は
３
分
の
１
、
半
額
免
除
は

３
分
の
２
に
換
算
さ
れ
た
金
額

◆
追
納

免
除
期
間
の
保
険
料
は

10
年
の
範
囲
内
で
後
払
い
が
で
き

ま
す
が
、
経
過
期
間
に
応
じ
一
定

率
の
加
算
が
あ
り
ま
す
。

く
わ
し
く
は
市
民
課
年
金
担
当

ò
内
線
２
３
９
４
へ
。

▽
12
月
６
日
–
fl
午
前
10
時
〜
11

時
30
分
、
‡
午
後
１
時
30
分
〜
３

時
30
分
、
公
会
堂
別
館
１
階
会
議

室
で
。

▽
12
月
９
日
Ã
·
午
前
10
時
〜
正

午
、
‚
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
、

武
蔵
野
税
務
署
地
下
会
議
室
（
吉

祥
寺
本
町
３
│
27
│
１
）
で
。
fl
、

‚
は
不
動
産
所
得
が
中
心
で
す
。

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

▼
く
わ
し
く
は
武
蔵
野
税
務
署
個

人
課
税
第
１
部
門
指
導
担
当
ò

53
―
１
３
１
１
内
線
416
へ
。

物
納
そ
の
ほ
か
特
別
な
事
情
が

あ
る
場
合
、
納
期
限
７
日
前
ま
で

に
所
定
の
書
面
に
よ
り
申
請
す
る

と
減
免
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
減
免
の
対
象
は
次
の
と
お
り

で
す
（
事
由
が
生
じ
た
後
に
納
期

限
が
来
る
も
の
が
対
象
）。

fl
相
続
税
の
た
め
物
納
さ
れ
た

蔵
野
支
部
ò
31
│
２
３
０
０
・
東

京
司
法
書
士
会
武
蔵
野
支
部
ò
55

│
１
５
８
５

固
定
資
産
、
‡
震
災
、
風
水
害
、

火
災
な
ど
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

固
定
資
産
、
·
国
や
市
な
ど
が
無

償
で
借
り
受
け
ま
た
は
譲
渡
を
受

け
た
固
定
資
産
な
ど
。

な
お
、
減
免
事
由
が
消
滅
し
た

場
合
は
、
直
ち
に
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。

∞
資
産
税
課
ò
内
線
２
３
６
３

東
京
土
地
家
屋
調
査
士
会
・
東

京
司
法
書
士
会
の
両
武
蔵
野
支
部

で
は
、
毎
月
１
回
相
談
会
を
開
催

し
て
い
ま
す
。

▽
12
月
11
日
Œ
午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
、
武
蔵
野
ス
イ
ン
グ
ビ

ル
10
階
ス
カ
イ
ル
U
ム
１
（
武
蔵

境
駅
北
口
）
で
。

▼
当
日
、
直
接
会
場
へ
。

∞
東
京
土
地
家
屋
調
査
士
会
武

平
成
14
年
中
に
納
め
た
国
民
年

金
の
保
険
料
は
、
扶
養
家
族
の
分

も
含
め
て
全
額
が
社
会
保
険
料
控

除
の
対
象
と
な
り
、
所
得
金
額
か

ら
控
除
さ
れ
ま
す
。
年
末
調
整
や

確
定
申
告
の
際
、
忘
れ
ず
に
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

納
め
た
保
険
料
の
金
額
は
、
納

め
た
月
数
に
１
万
３
千
300
円
（
付

加
込
み
の
方
は
１
万
３
千
700
円
）

を
掛
け
た
額
、
ま
た
は
前
納
し
た

額
で
す
。

納
付
に
つ
い
て
の
確
認
は
、
領

収
証
書
ま
た
は
口
座
振
替
済
通
知

書
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
武
蔵
野

社
会
保
険
事
務
所
ò
56
―
１
４
１

１
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

さ
れ
る
方
＝
昭
和
57
年
12
月
２
日

以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
平
成
14

年
６
月
２
日
〜
９
月
１
日
に
転
入

届
出
を
し
、
12
月
１
日
現
在
引
き

続
き
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
い
る
方
。

※
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
は
、

毎
年
４
回
（
３
月
、
６
月
、
９
月
、

12
月
）
登
録
す
る
定
時
登
録
と
選

挙
の
行
わ
れ
る
時
に
登
録
す
る
選

挙
時
登
録
が
あ
り
ま
す
。

∞
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
ò

内
線
３
０
３
６

平
成
14
年
度
国
民
健
康
保
険
税

第
５
期
の
納
期
限
は
、
12
月
２
日

Ã
で
す
。
納
期
内
の
納
付
を
お
願

い
し
ま
す
。

納
税
通
知
書
が
見
当
た
ら
な
い

方
、納
付
の
確
認
が
で
き
な
い
方
、

納
税
に
関
す
る
相
談
（
分
割
納
付

な
ど
）
を
ご
希
望
の
方
は
、
保
険

課
国
保
納
税
係
ò
内
線
２
３
９
１

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◆
納
税
に
は
、
安
心
・
便
利
な
口

座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
の
お
申
し
込
み
は
、

保
険
課
（
市
役
所
１
階
Á
番
窓

口
）
、
各
市
政
窓
口
、
指
定
金
融

機
関
、郵
便
局
へ
fl
納
税
通
知
書
、

‡
預
金
通
帳
の
届
出
印
、
·
預
金

通
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

∞
保
険
課
ò
内
線
２
３
９
１

▽
12
月
３
日
Õ
〜
７
日
—
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
、
選
挙
管
理

委
員
会
事
務
局
（
市
役
所
第
三
庁

舎
、
た
だ
し
７
日
は
当
直
室
）

◆
今
回
新
た
に
登
録
さ
れ
る
方

（
縦
覧
対
象
者
）

fl
20
歳
に
な
っ
て
初
め
て
登
録

さ
れ
る
方
＝
昭
和
57
年
９
月
３
日

〜
12
月
２
日
に
生
ま
れ
た
方
で
、

平
成
14
年
９
月
１
日
以
前
に
住
民

届
出
を
し
、
12
月
１
日
現
在
引
き

続
き
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ

て
い
る
方
。

‡
他
市
区
か
ら
転
入
し
て
登
録

日
常
生
活
で
の
人
権
上
の
問
題

や
心
配
ご
と
に
人
権
擁
護
委
員
が

応
じ
ま
す
。

▽
①
12
月
６
日
–
午
後
１
時
〜
４

時
（
受
付
は
３
時
ま
で
）
、
市
役

所
１
階
市
民
ホ
U
ル
で
。
②
毎
月

第
３
水
曜
日
午
後
１
時
〜
３
時
、

市
民
相
談
室
（
市
役
所
２
階
）
で
。

▼
①
②
と
も
当
日
、直
接
会
場
へ
。

∞
市
民
相
談
室
ò
内
線
２
１
３

１

市
で
は
平
日
の
窓
口
延
長
と

土
・
日
曜
日
の
臨
時
窓
口
の
開
設

を
し
ま
す
。
土
・
日
曜
日
し
か
時

間
が
取
れ
な
い
と
い
う
方
は
ぜ
ひ

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
土
・
日
曜
日
の
開
設

◇
日
時

12
月
７
日
—
、８
日
À
、

14
日
—
、
15
日
À
、
午
前
９
時
〜

午
後
５
時

◇
場
所

市
役
所
（
１
階
保
険

課
・
２
階
納
税
課
窓
口
）
、
三
鷹

駅
市
政
窓
口

◆
平
日
の
延
長

◇
日
時

12
月
３
日
Õ
〜
16
日
Ã

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
７
時

◇
場
所

市
役
所
（
１
階
保
険

課
・
２
階
納
税
課
窓
口
）

◆
相
談
・
納
付
（
納
入
）
で
き
る

税
目

市
民
税
・
都
民
税
（
普
通

徴
収
・
特
別
徴
収
）
、
固
定
資
産

税
（
償
却
資
産
を
含
む
）
・
都
市

計
画
税
、
軽
自
動
車
税
、
法
人
市

民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

∞
納
税
課
ò
内
線
２
４
２
１
・

保
険
課
ò
内
線
２
３
９
１

間
、
公
会
堂
・
体
育
館
・
福
祉
会

館
な
ど
を
行
事
な
ど
で
利
用
す
る

方
は
２
時
間
ま
で
は
無
料
で
駐
車

で
き
ま
す
。
そ
れ
以
外
の
方
は
有

料
と
な
り
ま
す
（
別
表
）。

た
だ
し
、
12
月
中
は
、
出
庫
の

際
に
、
入
る
時
に
受
け
取
っ
た
駐

車
券
（
利
用
先
で
印
を
も
ら
っ
て

く
だ
さ
い
）
を
、
機
械
に
入
れ
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
料

金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

市
民
セ
ン
タ
U
駐
車
場
の
効
率

的
な
利
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

国
際
連
合
が
定
め
た
12
月
10
日

「
人
権
デ
U
」
を
最
終
日
と
す
る

１
週
間
は
人
権
週
間
と
し
て
、
次

の
事
項
を
強
調
テ
U
マ
と
し
て
各

種
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

◆
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現
を

図
ろ
う

◆
子
ど
も
の
人
権
を
守
ろ
う

◆
高
齢
者
を
大
切
に
す
る
心
を
育

て
よ
う

◆
障
害
の
あ
る
人
の
完
全
参
加
と

平
等
を
実
現
し
よ
う

◆
同
和
問
題
を
正
し
く
理
解
し
、

偏
見
、
差
別
を
な
く
そ
う

◆
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
理
解

を
深
め
よ
う

◆
外
国
人
に
対
す
る
偏
見
、
差
別

を
な
く
そ
う

◆
エ
イ
ズ
・
ハ
ン
セ
ン
病
等
に
対

す
る
偏
見
、
差
別
を
な
く
そ
う

◆
刑
を
終
え
て
出
所
し
た
人
に
対

２００２・１２・１�　市民センター駐車場 広報

平成15年１月１日からの使用料

駐車場の使用時間

２時間以内

２時間を超えた、30分ごとに

使用料(１台につき)

無料

200円

駐車場の使用時間

２時間以内

２時間を超えた、30分ごとに

使用料(１台につき)

400円

200円

◆公会堂・体育館・福祉会館などの利用者

◆それ以外の利用者

※市役所・教育センターなどを利用する方は
　従来どおり駐車料金はかかりません。

第
54
回
人
権
週
間

12
月
４
日
Œ
〜
10
日
Õ

育
て
よ
う
　
一
人
一
人
の
人
権
意
識

〜
身
近
な
こ
と
か
ら
人
権
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
〜

■
人
権
・
身
の
上
特
設
相
談

■
ト
U
ク
シ
ョ
U
と

映
画
の
集
い

■
夜
間
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

相　談　日

12月５日(木)

12月12日(木)

12月19日(木)

12月26日(木)

池田理知子さん

山±　源三さん

池田理知子さん

山±　源三さん

担当総合オンブズマン

※時間は午後１時30分～４
時30分。
�予約制です。事前にご連絡く
ださい。

市政のことで、あなた自身

の利害に関わる苦情がありま

したらお気軽にご相談くださ

い。

市役所２階ò内線2215・¿48

―2810

総合オンブズマン相談室

ご
覧
く
だ
さ
い

選
挙
人
名
簿

■
今
月
は
国
民
健
康
保
険
税

第
５
期
の
納
期
で
す

■
納
付
に
困
っ
た
時
は

免
除
制
度
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

■
国
民
年
金
保
険
料
は

所
得
控
除
の
対
象
で
す

■
青
色
決
算
お
よ
び

消
費
税
等
説
明
会

■
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
が

減
免
さ
れ
ま
す

■
不
動
産
登
記
な
ど
の

無
料
相
談

管理の管制機器管理の管制機器
　（ゲート）が　（ゲート）が
運用開始されます運用開始されます

 市民センター駐車場市民センター駐車場 市民センター駐車場 管理の管制機器
　（ゲート）が
運用開始されます

教育センター

郵便局

第三庁舎

第二庁舎

第一体育館
第二体育館

公会堂別館

公会堂
市役所
本庁舎

雑木林

福祉
会館

人見街道

Ａゲ－ト

Ｃゲ－ト

Ｂ
ゲ
ー
ト

公用車
専用ゲート
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